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平成 28 年度 

第１１回（２月）教育委員会定例会 会議録 

 

日時：平成 2９年２月２３日(木) 午前１０時３０分～午前１２時１５分 

場所：村民センター小会議室 

＜出席者＞            （事務局） 

教育長    清水 閣成     教育次長      藤澤 隆 

職務代理者  三澤 久夫     学校教育係（記録者）伊藤 泰子 

教育委員   清水 道直                    以上 7 名 

教育委員   林 百代       

教育委員   出羽澤 和子                    

  

１．開会 

 

２．教育委員長あいさつ 

平成 28 年度、村の表彰式が行われました。表彰状による表彰が、「産業・交通安全・

消防の分野」で、3 名の方が、感謝状による表彰が、行政・環境整備等につくされた

21 個人・団体が受賞されました。征矢鑑前教育長・太田光子前教育委員は、村の教育

振興に尽力をいただいたことにより、感謝状を受賞されました。 

 また、混声 4 部合唱「南箕輪村民の歌」が披露され、素晴らしい歌に感動を覚えま

した。唐沢史比古先生のアドバイスをいただきながら、地域の方を巻き込んでの練習・

発表、その営みの大事さを思いました。  

2 月 7 日（火）に庁議が行われ、村長から「村としての子育てについて（宣言という

言葉は用いられませんでしたが）、子育て支援課と連携をとっていくように。」と、指示

をいただきました。子育て支援課では、「子育て応援ブック（富士見町）」・「子育てガイ

ドブック（伊那市）」のようなガイドブックを、平成 29 年度に作成する方向でいます。

単に、行政のサポートを整えたものではなく、村としてできるだけ行政主体でなく、地

域として目指す子育て像を大事にしたガイドブックにしていきたいと思います。具体的

には、平成 29 年度がスタートし、「こども館」の運営面でも子育て支援課が中心にな

っていきますので、4 月当初からというわけにはいかない見通しですが、時間をかけな

がら、いいものができればと考えています。 

 

３．報告・確認事項  

（1）小中学校卒業式、入学式について 

＜教育長＞ 

   資料にもとづき、日程等計画の報告がなされた。 

（2）退職校長送別式（送別会）、新任校長辞令交付式について 
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＜教育次長＞ 

    資料にもとづき、計画の報告がなされた。 

（3）4 月定例会、新任校長歓迎会について 

4 月 26 日（水）午後 3 時からに決定。定例会の後、新任校長の歓迎会を午後

5 時 40 分から行う。 

（4）児童・生徒の状況について 

①児童・生徒数 

＜教育長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

②平成 29 年度学級編制について 

＜教育長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

③学校事故速報ほか 

＜教育長＞ 

口頭にて、３件の事故報告がなされた。 

（5）教職員人事異動について 

＜教育長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

（6）前期入試結果について 

＜教育長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

（7）条例、規則、要綱について 

＜教育次長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

生涯学習施設につきましては、部分的に引き取り、中学校の授業に支障がないよう

にと考えています。一般の方は、4 月から。「南箕輪村生涯学習施設管理規則」も設

けた。平成 29 年 2 月 14 日が公布の日となっています。告示第 3 号「南箕輪村小

中学校準備資金貸付要綱」ですが、入学準備金ということで、一年前倒して対応する

ことになりました。貸付限度額は、小学校が 50,000 円、中学校が 100,000 円で

す。7 月・12 月・3 月の就学援助費から、お返しいただくということになります。 

 ＜清水教育委員＞ 

生涯学習施設の管理は、何処になりますか。 

＜教育次長＞ 

検討中です。 

＜教育長＞ 

実質的には、中学校になるのかなと思います。 

＜清水教育長＞ 

公民館講座の使用は、可能ということでいいですか。 

＜教育次長＞ 
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公民館活動ですので、使用可能です。管理をどのようにしていくかは、検討中です。 

＜清水教育委員＞ 

タブレット使用も可能ですか。 

＜教育次長＞ 

お使いいただいて結構です。 

＜三澤職務代理者＞ 

入学準備資金貸付申請は、ありますか。 

＜教育次長＞ 

今のところ、申請はありません。 

（8）2 月事業報告・3 月事業計画について 

＜教育次長＞ 

資料にもとづき、報告がなされた。 

（9）3 月定例会の日程について 

3 月 28 日（火）午後 3 時からに決定。 

以上 

 


